
序章

（ ）日本におけるデンマークの福祉研究について1

、 、我が国においてデンマークの福祉についてのこれまでの研究は デンマークの福祉政策

住宅政策、 時間介護体制や、福祉補助器具に焦点化したものが多い。24

主要なものをあげると、例えば、岡本祐三氏は、デンマークの施設や、 時間ケアの24

紹介をしている 。日本では、特別養護老人ホームに入るのに持ち物が制限されるが、デ1）

ンマークのナーシングホーム は、個室で自分好みの家具を配置し、観葉植物と、家族の
2）

写真に囲まれて清潔に暮らし、職員と入居者比は、 対 の配置であること。人口 万人1 1 3

の普通の町に 人もホームヘルパーがいて、夜中でも、訪問看護師とホームヘルパーが150

チームを組んで対応していること。高齢者が、日常生活を在宅でするか、施設入居にする

かは、自己決定ができることなど、デンマークの福祉水準の質の高さに感嘆している 。
3）

また、 歳の男性が、高齢者住宅で、ホームヘルパーの支援を受けながら、単身で豊か91

に暮らしていることも紹介している 。さらに、岡本氏は、補助器具センターを訪れて、
4）

、 、 、各種の補助器具と 交換のための部品の多さ 修理工場のようなセンター内の様子に驚き

。 、補助器具も無償で貸与されることも確認している デンマークの福祉水準の高さについて

予備知識は持ってきたが、実際をみてさらに驚いたと述べている 。日本も先進国の仲間
5）

入りをしたが、先進国とは高齢化社会でもあるとし、老後は 年から 年の長期間にな20 30

る。日本人の老後の 大不安として収入と健康を挙げ 、日本は戦後、国作りにアメリカ2 6）

型を追随してきたが、日本の社会制度の構造的欠陥が「寝たきり老人」に集約的であると

している 。医療面は国民皆保険で成果を上げたが、長期ケアの体制は不備である。デン
7）

マークの公的老人ケア制度と米国の商業化、営利化した制度とを比較して 「米国はデン、

マークに学んで欲しい」と述べている 。
8）

大熊由紀子氏は、北欧、イギリス、イタリア、アメリカを訪ねた結果 「寝たきり」に、

、 、 。 、相当することばは 万国共通ではなかったと 記述している 日本の貧しい福祉や医療
9）

その背後にある貧しい政治や貧しい文化が何十万人もの寝たきり状態の老人をつくりだし

ているに違いないとし 「寝たきり老人」という失礼な役所用語をやめるべきだと提案し、

たと述べている 「介護が必要な人」というのなら、デンマーク語に訳せるが 「寝たき10）。 、



り老人」ということばは、デンマーク語には訳せない 。大熊氏は、著書の中で岡沢憲芙
11）

氏に税金の考え方についてインタビューている。岡沢氏は、日本の政治や行政は「秘密を

高めること 「閉鎖すること 「排除すること」によって権威を高めようとしてきたとし、」 」

地方分権についても、能動的な市民福祉を創るためには、市民の近いところ（例えば市町

村）に権限をおくことが重要であるとしている 。また、大熊氏は、アンデルセン元社会
12）

大臣にも、インタビューしている。大臣は、日本の医療費の無駄使いを指摘し、財政上の

理由で福祉を目の敵にするのは妥当でないといっている 。また、デンマークでも国が老
13）

人福祉をやっていたら家族に介護を押しつけていたにちがいない、国の役人は望遠鏡で眺

めているような立場で、家族の困惑に気づかずなるべく安くやろうとするからだ。市町村

が責任を持つと、みじかで家族の困惑を放置できなく、責任を問われると述べている 。
14）

大熊氏は、 ～ 年前のデンマークやスウェーデンでも高齢者の恵まれない姿があった20 30

が、どちらの国の人びとも「現実を直視し 、慈善に頼ることも、恩恵によって解決する」

ことも、営利事業に任せる道も選ばなかった。老いても、障害があっても健康な人と同じ

ように当たり前に生活できる社会が実現してこそ 「真に豊かな社会」であると、述べて、

いる 。
15）

澤渡夏代ブランド氏は、福祉のサービスについての検討は、コムーネの高齢者福祉に関

わっている適任者やグループが一件一件について必要なケアを検討、判定、決定している

、 、 、 。 、が ケースによっては 一人の場合や 複数で判定する場合があるとしている 補助器具

住居改造に関する判定は、市の作業療法士が単独で行ったり、在宅ケア担当者と一緒に行

ったりする。退院に際しては、特別チームが本人や家族も入れて退院後の身の振り方を検

討する 。身体介護に優先順位をつけて家事援助を減らすのは、限られたコムーネの予算
16）

の枠内で仕方がないにしても、一度与えられたものを削減することは、国としても、コム

ーネとしても、頭の痛いところであり、デンマークの社会福祉制度が抱えている一番大き

な悩みでもあると、述べている。福祉についてコムーネが提供する情報を高齢者が収集漏

れしないように、コムーネの高齢者福祉の情報担当官と高齢者委員会が合同で 歳以上60

の高齢者に年 回情報誌を無償で提供している例も紹介している。4

大熊一夫氏は、日本の高齢者は人口の ％も占めているのに、政党や政治家からちっ15

とも怖がられていないとして、デンマークで高齢者の声を拾う装置の役目を果たしている

オーフス市の「高齢者委員会」をとりあげて紹介している。氏は、自らの老後に「床ずれ

は創りたくない」としてデンマークを研究対象に選んでいる 。氏は、介護するかしない17）



を決めるのは、デンマークではどんな組織なのか、ヒョーグ市の関係者に尋ねている 。
18）

「ニーズは主に訪問看護婦が発掘することになっている、ケアプランも訪問看護婦を中心

に現場の職員たちの日常的な話し合いの中で決まる」と、日本ではこの時期、公的介護保

険が導入されたとしても 「介護サービスのメニューや提供量を、どんな組織の元で誰が、

提供するのか」と大論議を呼んでいる最中でもあり、質問した大熊氏は、デンマークでの

単純明快な返事に驚いている 。
19）

松岡洋子氏は、住宅に焦点を当てている。デンマークの脱施設化をとりあげ、 年1987

にプライエムの新規建設を止め、自宅で暮らせる高齢者に質のよい「高齢者住宅」を提供

して、外出も増やし、元気に暮らしてもらえば、要介護になる心配もないと述べている。

高齢者福祉で、日本も現在、小規模化、住宅化で意義のある方向に進んでいるとし、日本

、 、「 」もデンマークの施設の完全個室や 完璧な人員体制にばかりに目を奪われないで 住宅

「生活 「自立支援」に焦点化したらどうかと述べている 。デンマークでは 「福祉は住」 、
20）

宅にはじまり、住宅におわる」といわれてきたように住宅の提供に力を入れてきたが、そ

の様子があまり日本に紹介されていない。それは、日本が福祉と住宅を切り離した政策を

とってきたため、デンマークのトータルな施策を伝える大きな視点をもたなかったからで

あると記述している 。松岡氏は、デンマークが施設を否定する理由は「①大規模だと、
21）

、 、個々の高齢者に目が届かず規制も多くなる ②高齢者が施設内に閉じこもりになりやすい

③利用者の日常の行動が減少して生活感の欠如に陥りやすい、④病院教育を受けたスタッ

20フが多く医療的体質が抜けない、⑤施設の老朽化と、トイレ、バスなどの不備、住居（

㎡の広さ）は今後の高齢者には満足できない」としている 。
22）

その他、デンマークのホームヘルプと在宅介護は、ひとつの幹からでているとする記述

も紹介されている 。23）

以上のように、日本におけるデンマークの福祉に関する研究に焦点をあててきたが、日

本の介護保険の「介護度認定過程」から 「介護度の判定」がきわめて重要であることが、

認識されるので、筆者が興味関心をもっているデンマークの「介護度の判定」についての

研究を紹介する。

（ ）高齢者の介護度判定の研究2

日本の介護認定は、青天井といわれる医療保険の二の舞を防ぐべく設けられている。介



護判定は、介護保険で介護の上限枠を規定するための必要な要素であり、介護保険を主軸

。 、 、 。に練りだされたものである 一方 デンマークは 利用者の利益に焦点が置かれている
24）

日本はまず、制度があって個人があてがわれ、デンマークでは、介護を受けることも個人

の権利であり、どう支援したら、利用者が自立して日常生活が快適に送れるか、個人の利

益に焦点が当てられている。

デンマークにおける介護は、主に訪問看護師が周りのスタッフと協力体制を組んで、介

護の必要度を利用者のニーズに合わせて、臨機応変に決定や変更している。ニーズ判定は

日常生活の延長上にあるもので、構えて数量化したり、時間で計れるようなことではない

のである。町角での訪問看護師と利用者の立ち話、ホームヘルパーが利用者の家に立ち寄

ることなど、計算できない要素が介護にはあり、それがあって始めて介護の現場がスムー

スに活動でき、利用者も安心して介護を受けることができる。

デンマークの在宅介護の判定の研究については、石黒暢氏と伊東敬文氏の業績をあげる

ことができる。

石黒暢氏は、デンマークにおける在宅介護について、判定の形態を紹介している 。石
25）

黒氏は、介護度の判定について 「申請者の権利を守るためにニーズ判定の結果を、利用、

者と判定者の双方が書面で示すこと。内容は決定根拠、サービス内容、援助の目的、期間

を明記して契約を結ぶ。申請者は内容を承認したうえで署名する」と述べている 。判定26）

を行うのは、コムーネの福祉関係のスタッフで、一人の場合、複数の場合があり、主な判

定者は、看護師、作業療法士、ソーシャルワーカーであり、コムーネにより判定チームの

メンバーは違うと述べている 。
27）

、 、「 、伊東敬文氏は デンマークの高齢者要介護度の判定について紹介し デンマークでは

訪問看護婦が介護度の判定をしているが、介護の教育と臨床の訓練を受けた者であれば他

の職種でもよい」と述べている 。ロスキレ市の作業療法士は、高齢者宅を訪問し在宅介
28）

護に関わっており、現職教育も随時うけている。伊東氏が「訪問看護婦でなくてもかまわ

ない」と述べている他の職種に適合すると筆者は考える。

日本の作業療法士は現在、病院中心で働いていて、在宅での補助器具使用のための訪問

は一般的でなく、在宅介護の判定には、あまり関わっていない 。筆者は、日本の介護保
29）

険の介護判定は、コンピュータによる 項目の表面的な状態を基礎にし、 次判定に至85 2

るものであるが、利用者から離れている点で不十分であり、専門職が利用者の自宅で介護

度を判定すべきであると考えている。



また、伊東氏は、利用者と判定者の双方の合意形成がきわめて大切で、書面による契約

が重要であると強調している 。伊東氏は、在宅介護の要介護度について、利用者の自宅
30）

で直接判定すべきであると力説している。そして 「介護問題は会議を開いて第３者が書、

類だけで決定できるような問題ではない」と日本の現状を批判し 「利用者中心のニー31）、

、 」 。 、ズ判定をするなら 究極的にデンマークの方式しかない と言い切っている 伊東氏は
32）

ニーズ判定は利用者のニーズと残存能力を生かすこととが重要であると、力説している。

「 」 、 、「 」、残存能力の活用 は デンマーク高齢者福祉の３原則のひとつであり 生活の継続性

「自己決定」とともに重視されている 。高齢者福祉の中で大きな位置を占める介護部門33）

も、歴史、教育、民主主義の上に構築されてきたものだということが分かる。

（ ）デンマークの高齢者福祉の背景にあるブレーンストーミング3

デンマークでは、市民レベルで「ブレスト」 （ブレーンストーミングの略）が盛んに34）

行われている。ロスキレ市役所の社会局保健課長ダグマー・スコゥビィヤグ氏

Ms.Dagmar Skovjerg 2010 65 16.0% 2040（ ） 、「 、 、・ は デンマークでは 年に 歳以上の人口が

年には高齢化率が ％になる。同じような財政で現在の福祉の質を保ちつつ、効率よ21.8

く使うことができるか考えねばならない」と話した。そして、ロスキレ市のベアナッドゴ

ードン( )地区高齢者ケアセンターの訪問看護師ベアギット・ヘステベBernadottegaarden

ック・イエンセン氏（ )からも、また、ロスキレ市の「高齢者委員Birgit Hestbek Jensen

会」との交流会でも、全く同じ話を聞いた。

ロスキレ市の「高齢者委員会」との交流会で、委員が「高齢者委員会」の成り立ちや現

在の活動状況を紹介する中で 「ブレスト」という表現が何回もなされた。現在のロスキ、

レ市の行政、福祉施設、高齢者委員会とも「ブレスト」が盛んである 「高齢者委員会」。

は、高齢者による高齢者のための話し合いが土台になっており、そこでは民主主義の真価

が発揮されている。これは、市議会・行政と市民で合意形成ができている証であることが

実感できた。筆者がデンマークの「高齢者委員会」に引きつけられるゆえんである。

話し合いは通常、相手の意見を尊重した穏やかなものである 。デンマークでは、民主
35）

主義の基本として「個人の考えを大切にする」話し合いが前提にある。現在、デンマーク

で盛んに行われている 「話し合い」による合意形成の土台は、どのようにして培われた、

ものであろうか。高福祉国デンマークの現在は、歴史、教育の土台の上に築き上げられた



ものである 「話し合い」は民主主義の土台であり、デンマークの政策の根底でもあるこ。

とが再認識させられる。デンマークの話し合いを大切にする国民性を辿ると、グルンドヴ

ィ（ ・・・ （１７８３～１８７２）の存在がある。N F S Grundtvig）

グルンドヴィは、デンマーク人の心の父であり、後世のデンマーク社会に絶大な影響を

与えた人で、牧師であり、詩人であった。多くの賛美歌を作詞し、現在も教会や学校、結

婚式など、みんなが合唱するときに歌われている。また、グルンドヴィは、教育者、思想

家として、若者、特に若い農民の精神教育の必要性を強調した。グルンドヴィは、デンマ

ーク独特の教育制度である「国民学校」の創設者である。国民学校は、 年の敗戦に1864

より生じた国民と国家のイデオロギー基盤を構築するのに重要な役割を果たした 。この36）

教育精神が現代のデンマークに根強く残っている。グルンドヴィの生きた時代のデンマー

クは、政治情勢が不安定で、ナポレオンの肩を持ったデンマークは、イギリスと戦争をし

た。デンマーク政府は、 年に敗戦前に破産し、その後、デンマークは 年にドイ1813 1864

ツ（プロイセン ・オーストラリアとの戦争に負け、国家存亡の危機に直面した。国内で）

最も肥沃な土地であるユトランド半島の南部を失い、天然資源も乏しい小国デンマークの

資源は、人間しかなかった。国の復興のため、人間の高揚をはかり、力を結集する必要が

あった 「外で失ったものを内にて取り戻す」ことがデンマークの大事業だった 。グル。
37）

ンドヴィは、当時、デンマークの主要産業であった農業に関わる若者に農業技術だけでな

く、デンマーク人としての自覚を高める教育（歴史、言語、文学）と、神と人間の関係を

説いた。話し言葉が大事であり、精神の表現、伝統手段であるとした。ホイスコーレ（国

民学校）が大役を果たし、国中で「国民啓蒙運動」が繰り広げられた。彼は「民主主義は

生きている人間により生きるのである。重要なのは、人々の態度であり、法により定めら

れる規則ではない。憲法でさえ、単に人々の意志の象徴でしかない」と述べている 。グ38）

ルンドヴィの考えは当時、傷心のデンマーク人の共感を得、現在もデンマークの個人の思

想の根本に深くかかわっている。彼は伝承と祖国と国民を結びつける原動力となった。そ

こでは、祖国、母国語、そして国民が一番大切なものであった。デンマーク国家の根本的

考え方であり、大切なポイントは 「すべての人はデンマーク人として平等で、自由であ、

る」ということである。職人も、聖職者も、国王も、デンマーク人である点は共通である

ことがホイスコーレでも強調された 「憲法制度のための全国集会」で、グルンドヴィは。

「公開と話すことこそ、私が生涯を通して得ようとしたものだ」と提案をした。国王の役

目は、国民の意思を把握すること、理想として「国王を国民の通訳者」とすること。グル
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民学校）思想の大事な基礎になったと述べている 。グルンドヴィの考えは、自分の国に
39）

対する認識を高め、自立した個人が共同社会の中で個人の責任を果たし、共同社会と相互

に影響し合うという考えである。人間同士の「話し言葉」を大切にしてきたデンマーク人

は、現在も民主主義の大切な要素のひとつとして「話し合い」を大事にして、国会や議会

は、一個の個人が出発点となっている。

グルンドヴィが布石した「話し合いによる合意形成」は、デンマークの民主主義の土台

となっている。グルンドヴィの精神は、現在もデンマークの人びとの心底で脈々といきづ

き、ブレストが生活の中で活かされている。福祉政策や、コムーネ の福祉に厚い予算
40）

配分など、議会、行政と住民のブレストによる合意形成が土台になっている。
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